
鯨
鯉馨

坐
論
　

灘欝
叢

.
一

論

叢

…
傳
統
派

の
肚
會
蓮
帯
思
想

時
機
尚
早
な
る
砒
會
革
命
の
企

露

級

に
就

い
て

.

経

済

と
自

由

・
時

外
隅

.一

物
償
調
節

問
題

・

一
管
業
税
論

…

}

一説

苑

一
租
税
負
換
の
地
方
別
研
究

…

雑

録

一
九
一
二

年
英
領
印
度
勢
働
争
議

小
室
相
場
と
卸
萱
相
場

・

「

文
學
鱒
圭

沙
學
博
士

文
墨
博
士

縄
済
墨
十

米

田
庄

太

郎

河

上

蜷

高

月

呆

馬

ト

て

レ

蜘

緯

大

法
學
博
+

河

田

嗣

郎

法
學
博
+

小

川

郷

太

郎

法

學

士

汐

見

三

郎

没

畢

」

柴

田

規

矩

三

法

學

4

汐

見

三

郎

.

」
「
「



論

叢

階
級

に
就

い
て
(二
)

第

十

五
穆

(第
四

號

ご
一入
)

五

一
山ハ

階

級

に

就

い

て

(
二

)

」一
口回

田

保

馬

蕪
灘
構
襟

下

・

繍
灘

講
講

縫

繭
繊

塵.}一

所
・

轍

胸脚無

勢

の　

～次
號
以
下
掲
載

一

十

】
、
卒
行

の
法

則
及
び
集
積
の
法
則

十
[
一、
吸
牧
の
法
則
及

び
均
衡

の
法
則

十
三
〇
.結

論

五

全
艦
肚
會

の
内
部
に
は
敷
多
の
肚
會
が
相
な
ら
び
、
相
交
錯
し
て
存
在
す

る
。
國
家
を
は
じ
め
ざ
し
て
、
国
家

の
注
に
よ
り
て
人
格
を
認
め
ら
れ
た
る
も
の
ン
み
に
限
ら
す
、
組
織
を
有
す
る
が
爲

に
團
艦
即
ち
有
組
織
肚
會
を

9



■

,

形
づ
く
れ
る
も
の
ま
で
に
及

ぶ
の
み
な
ら
す

、
更

に
進
み
で
は
法
的
人
格
を
も
團
鵬
的
性
質
を
も
有
せ
ざ
る
、
云

は
ゴ
無

足
形
無
組
織
な
る
集
團
に
至
る
。
而
し
て
、
事
物

の
本
質
は
其
最
も
獲
達
せ
る
も
の
に
於
て
十
分
に
展
開

せ
ら
れ
る
。

一
切
の
部
分
祉
會

の
中
最
も
宏
大
に
し
て
複
雑
な
る
組
織
を
有
す
る
国
家
に
就

い
て
見
る
恥
、
そ
れ

ら
の
性
蛍
は
最
も
よ
(
理
解
せ
ら
れ
る
。
本
來
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
砒
會
は
そ
の
存
立
す

る
所
す

べ
て
或
種
の
擢
力

を
生
じ
、
権
力
の
生
ず
る
所
成
員
の
拘
束
服
従
俘
ひ
て
行
は
れ
る
。
撚

れ
ざ
も
此
等

の
砒
會
の
権
力

の
本
性
は
前

述
の
理
由
に
よ
り
て
、
国
家
に
伴
ひ
て
生
す

る
権
力
に
よ
り
て
最
も
十
分
に
展
開
せ
ら
れ
、
從
ひ
て
前
者

の
考
察

の
た
め
に
は
後
者
に
着
眼
す
る
こ
ご
を
第

一
の
捷
径
ざ
す

る
。

か
く
て
私
は
國
家
の
権
力
を
数
多
の
砒
會

の
権
力

中
の
沈
ゴ

一
つ
の
み
ご
考
ふ
る
に
拘
は
ら
す
、
先
づ
こ
れ
を
眼
中

に
於

い
て
考
察
の
論
歩
を
…進
め
る
。

普
通
に
権
力
ε
権
利
ε
は
判
然
ビ
匠
別
せ
ち
れ
る
。
撚

れ
ざ
も
、
私
の
如
く
椛
力
を
以
て
服
従
を
捕

へ
得
る
能

力
ご
し
て
解
輝
す
る
時
は
椹
利
も
亦
権
力
の
概
念
の
中
に
包
擾
せ
ら
れ
終
る
。
而
も
、
比
色
撮
は
必
ず
し
も
背
理

の
事
に
非
す
、
法
律
學
的
見
解

に
あ
り
て
さ

へ
、
屡
、
権
力
ま
た
法
の
認

め
た
る
意
志
の
力
・こ
し
て

一
種
の
羅
利
な

り
ご
考

へ
ら
れ
、
從
ひ
て
権
力

ξ
権
利
ビ
が
同

一
な
る
擢
利
の
概
念
の
下
に
包
撮
せ
ら
る
、
加
之
、
椹
利
の
場
合

各
人
が
其
意
志
力
を
支
持
す
る
を
得
る
の
は
国
家
が
其
優
勝
な
る
意
志
力
即
ち
椹
力
を
以
て
之
を
保
護
す
る
が
故

に
外
な
ら
す

ε
せ
ら

る
、
云
は

ゴ
権

利
の
背
後

に
は
常

に
其
保
障
者

ご
し
て
國
家

の
権
力
が
あ
る
。
前

の
黙
は
権
利

ε
権
力

ピ
が
其
本
質

に
於
て
同

一
親
し
得
ら
る
」
事
を
示
唆
し
、
後
の
黙
は
灌
利
も
亦
究
局
の
分
析
に
於
て
締
着

論

叢

階
級
に
就
い
て
(二
)

.

第
+
五
巻

(第
四
號

三
九
)

五
【
七



'

論

嶽

職
級
に
就
い
て
(二
)

第
+
五
巻

(第
四
號

四
〇
)

五
一
八

す
る
所
権
力

に
外
な
ら
す
、
從
ひ
て
此
二
者
を
包
撮
す
る
概
念
が
権
力
ε
し
て
表
示
す

る
事
の
愛
當
和
思
は
し
め

る
。
さ
て
こ
れ
等
の
監
は
私
の
議
論
の
常
否
を
支
配
す
る
.嚇
で
は
無

い
。
進
み
で
考

ふ
る
に
、
比
量
廣
義

に
於
け
る

権
力
は
種
々
な
る
姿

に
於
て
、肚
會
の
成
員

の
問

に
分
配
せ
ら
れ
る
。此
分
配
の
詳
細
な
る
状
態
は
砒
曾
の
組
織

に

よ
り
て
種
々
で
あ
ら
う
が
、
大
勝
の
原
則
は
略
ぽ
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
此
分
配
、
即
ち
成
員
が
此
権
力

の
幾

分
か
を
支
持
す

る
に
爺
る
事
は
機
能
的
な
る
事
み
り
、
非
機
能
的
な
る
事
が
め
る
、
此
黙
を
先
づ
説
明
す
る
。

或
は
誘
一
も
の
が
あ
ら
う
、
国
家
の
権
力
は
最
高
な
る
ε
共
に
唯

一
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
が
各
人
に

分
配
せ
ら
れ
る
・ヒ
云
ふ
事
は
許
し
得

べ
か
ら
ざ
る
見
方
に
外
な
ら
楓
、
統
治
の
諸
機
關
ご
錐
も
此
不
可
分
の
権
力

の
行
使

に
饗
與
で
る
の
み
ε
。
黙
れ
ご
も
私
共
は
法
律
學
上
の
技
巧
乃
至
擬
制
ε
事
實
の
姿
ε
を
混
同
す

べ
き
に

非
ず
、
前
者
を
以
て
後
者
を
蔽

ふ
事
を
許
さ
れ
灘
。
事
實

に
於
て
国
家
叉
は
其
他
の
肚
會

に
謝
す

る
服
従
、
從
ひ

て
比
服
従
を
捕

へ
得

る
力
は
多
敷
の
人
々
の
乎
に
握
ら
れ
て
居
る
、
求
人
か
他
人
の
服
従
を
捕

へ
得
る
時
、
彼
が

此
権
力
を
握
れ
り
ε
云
ふ
の
に
何
の
理
論
的
障
碍
が
あ
ら
う
。
肚
會
に
存
す

る
権
力
ぽ
恰
も
冨
が
殆
ざ
す

べ
て
の

成
員
の
間

に
分
配
せ
ら
る
》
が
如
く
、
数
多
の
人

々
の
間

に
、
而
も
不
等

に
分
配
せ
ら
れ
る
。
然
ら
ば
、
此

分
配

に
於
け
る
機
能
的
非
機
能
的
の
匠
別

ご
は
何
で
あ
る
か
。
謂

ふ
に
、

一
切
の
肚
倉
持
に
国
家
は
統
制
的
機
能
を
警

む
、
此
機
能

の
遂
行
の
必
要
の
爲
に
其
権
力
は
其
機
關
並
び
に
機
關
な
ら
ざ
る
人
々
の
間

に
分
配
せ
ら
れ
る
、
か

く
て
こ
れ
を
機
能
約
分
鶴
・し
云
ひ

(或
は
之
を
統
制
約
分
醜
ご
駕
す

べ
き
か
ビ
思
ふ
)
、
か
＼
る
分
配
に
よ
り
て
身



■

草
す

る
権
力

を
機

戚
的
橿
力
ε
い
ふ
。
而
し
て
此

分
配
は
二
の
方
面
に
於
て
行
は
れ
る
。
権
力
は
服
従
の
方
向
を
指

示
し
且

つ
之
を
要
求
す

る
意
志
ε
此
意
志
に
封
ず
る
服
從
を
獲
得
す
る
事
の
二
要
素
を
含

む
。

こ
の
椹
力
が
統
制

的
機
能
を
警
む
に
至
b
て
は
、
自
ら
二
の
万
面
を
有
し
、
二
の
方
面

に
於

て
作
用
す
る
。

一
方
は
か
、
る
意
志
の
決

定
で
あ
う
、
他
方
は
決
定
せ
ら
れ
た

る
耽
曾
的
意
志
の
執
行
で
あ
る
。而
し
て
此
二
の
方
面

に
於
て
権
力

に
劃
す

る

分
享
が
行
は
れ
る
。
耽
會

の
統

一
的
意
志
の
決
定
に
参
加
す
る
も
の
は
最
廣
義
に
於
け
る
立
法
的
作
用
を
管
む
事

に
よ
り
て
権
力
を
分
草
し
、
此
意
志
の
執
行
の
任
務

に
當
る
も
の
は
所
謂
執
行
的
作
用
を
警
む
事
に
よ
り
て
之
を

分
草
す

る
。
而
し
て
此
面
方
面
の
何
れ
に
み
砂
て
も
、
権
力
の
分
配
は

一
種

の
慌
統
的
關
係
を
形
成
す

る
の
を
常

ε
す
る
。
立
法
的
作
肘
も
、執
行
的
作
用
も
、
共
に

一
種
の
複
雑
協
働
の
形
式
を
以

て
行
は
れ
、
之
に
興
る
全
員
は
じ

う
ミ
ツ
ド
の
如
き
組
織
を
な
す
。地
組
織
内

に
於
け
る
活
動
は
前
者

に
あ
り
て
下
よ
り
上
に
昇
り
、他
方
に
あ
り
て

上
よ
り
下
に
降
る
。
此
尖
塔
の
頂
黙
を
遠
ざ
か
る
ほ
ご
」、
立
法
的
方
面
に
あ
り
て
は
統

一
的
意
志
の
決
定
力
が
人
数

印
に
反
比
例
し
て
減
す
る
が
故

に
、
執

行
的
方
面
に
あ
り
て
は
、
執
行

の
方
面
が
益
々
減
少
し
、
且
つ
其
活
動
の
監
督

の
任

に
當
る
も
の
増
加
し
從
ひ
て
職
務
上
の
從
騰
の
度
を
加
ふ
る
が
故

に
、
其
権
力
分
.孕
の
程
度
が
逓
下
す
る
。

、

纏
力
の
機
能
的
分
配
に
対
立
し
て
そ
の
非
機
能
的
分
配
が
存
在
す
る
、
そ
れ
は
肚
會
の
統
制
的
機
能

の
遂
行
の

必
要
上
か
ら
打
は
る
、
に
非
す
.、
.云
は
野
比
機
能
ご
は
直
接
に
何
等
の
交
渉
を
保

つ
事
な
く
し
て
行
は
る
、
も
の

で
あ
る
、
勿
論
銃
創
的
機
能

に
よ
り
て
行
は
る
Σ
に
し
て
も
、
こ
れ
が
爲
に
行

は
る
玉
も
の
で
は
無

い
。
機
能
約
分

論

叢

階
級
に
就
い
て
(二
)

第
十
五
巻

(第
四
號

四
ご

五
一
九



論

鑑
・

階
級
に
就
い
て
丹二
)

第
+
玉
簪

(第
四
號

四
二
)

五
二
〇

配
の
場
合
あ
り
て
は
、
橿
力
の
分
享
が
委
任
久
は
代
表
の
形
を
ε
る
。
耐
會
.そ
の
も
の
は
そ
れ
自
膣
、
帥
ち
個
人

を
通
す
事
.無
く
し
て
其
統

一
的
.意
志
を
決
定

し
之
を
執
行
す
る
事
能
は
す
、
権
九
の
行
使
を
個
人
に
委
任
し
、
個

人
を
し
て
肚
脅
を
代
表
↓
て
椹
力
の
作
用
に
任
ぜ
し
め
る
。
云
は
ゴ
個
人
は
肚
會

の
意
志

に
入
り
込
む
事
に
よ
り

て
、
其
権
力
を
分
草
す
る
。
然

る
に
非
機
能
的
分
配
に
あ
り
て
は
、
権
力
の
分
享
が
保
障
後
援

の
形
を
ε
る
。
人

人
は
自
己
の
意
志
に
從
ひ
て
他
人
の
意
志
を
拘
束
す

る
事
を
得
る
に
拘
ら
す
Ψ
此
拘
束
は

」
に
耐
會
の
権
力
が
此

個
人
似
意
志
の
背
後
に
あ
り
、
他
人
の
服
従
を
保
障
す
る
が
故
に
外
な
射
阻
。
蓋
し
肚
會
は
人
人
相
互
の

一
定

の
關

係
に
封
し
て
其
権
力
に
よ
る
保
障
を
與

へ
る
、
個
人
の
意
志
が
此
關
係
を
表
現
す
る
限
り
、
個
人
は
常
に
此
権
力

の
支
持
を
有
し
、
云
は
貰
之
を
分
草
す
る
。
熬
れ
ご
も
此
際
、
個
人
は
機
能
的
分
配

に
於
け
る
が
如
く
、
肚
會
の

意
志
の
中

に
入
b
込
み
其
決
定
執
行
に
塾

加
す

る
事
に
よ
b
て
権
力
を
分
享
せ
す
、
.自
己
の
意
志
の
中
に
活
動
す

れ
こ
も
、
構
力
が
之
を
保
護
す
る
が
故

に
其
分
享
に
興
る
。
法
律
學
上
の
用
語
例

に
從

へ
ば
、
こ
れ
正
に
権
力
ご

相
封
立
せ
し
め
て
考

へ
ら
る
＼
権
利
で
あ
る
。
尤
も
所
謂
権
利
が
藪
に
云
ふ
井
機
能
的

に
分
配
せ
ら
れ
た
る
権
力

の
す

べ
て
を
包
括
す

さ
見

る
の
.で
は
無

い
。

権
力

に
よ
り
て
倶
降
せ
ら
る
、
一
定
の
關
係

に
は
二
種
の
も
の
を
分
ち
考

へ
る
事
が
嵩
来
る
。
其

一
.は
人
人
相
互

の
直
接
な
る
關
係
に
し
て
㌔
其
二
は
物
質
に
關
す
る
人
人
相
互
の
關
係
云
は
メ
物
質
を
通

し
て
の
間
接
的
な
る
關

係
で
あ
る
。
.権
利
.の
内
容
が
利
益
で
あ
る
ご
云
ふ
事
を
眼
中
に
置
い
て
云

へ
ば
、
後
者
の
場
合
に
此
利
益
は
、物
…質

・



,

的

に
し
て
前

者

の
場
合

馬
そ
れ
は
劃
人
聞
係

そ
の
も

の
で
め

る
コ
前

者

の
中

、
階
級

の
考

察

に
於

て
特

に
重
要
な

・ろ
も
の
は
、
地
位

(
そ
れ

が
出

生

じ
よ
り

て
定
ま

る
も

の
即
ち
世
襲

的
な
る
も

の
に
あ
り

て
は
身
分

画
師
ち

　
人

に
封
ず
.る
他
人

の
奪
重
文

は
服

従

そ

の
も

の
を
内
容

ご
す

る
も
の

に
し
て
、
後
者

は
逝
代

の
私

法
に
於

て
人

身
権

ε
劃

立
通
七

め
て
考

へ
ら

る

＼
財

産
椹

に
外

な
ら

ぬ

。
,此

の
如
く
見
來
海

て
私

は
二

の
事
柄
を
理
解

し
得
る
。
第

一
、
多

く

の
學

者

に
よ
り

て
、
権

力
は
富

こ
相

並

び

て
階

級
的
歴

劃
を
支
配
す

る
二
大
勢

力

ご
考

へ
ら

れ
る
。
然

る
に
「拘

賎
ら
す

、
.こ
れ
を
灌

利

ε
樹

立
せ
」

め
て
考

ふ

る
限
り
、
富
力
以
外

に
存
す

る
階
級

別
の
大

部
分
を
此
樒
九

の
黙

よ
り
説
明
す

る
事
が
出
家

諏
。

陀

ゴ
、
曾
電
文

は
服

従
を
内
容

ε
す

る
権

利
馬
印

ち
種

々
な

る
地

位
を

以

て

ま

た
分
享

せ
ら

眇
た

る
権
力

ご
見

る
時

は
じ

め
て
、

此
権
.刀
が
富

ε
相

劃
立

し
て
階

級
的

雇
劃

の
殆

ご
大
部
分
を

説
明
し
得

る
力

の
種
類

ご
な

る
。
・第

二
、
富

の
最
も

重
な

る
形
態

で
あ

る
資

本
は
屡

「
の
権

力
關

係

に
卦
な
ら
す

ざ
考

へ
ら

れ
る
。

當
を

以

て
軍

に
.物
質

的

な

る
も
の

ε
見

る
限
り

、
此

の
如

き
事
情

は
到
底
説

明
せ
ら

る
㌧
事

セ

得

ρ
。
.た

y
之
を

分
掌

せ
ら
れ
た

る
権
力

の

↓
種

ε
考

ふ
る
こ
ε
前
述

の
如

(
な

る
時

、
.資
本

が

一
面

よ
り
見

て

権
力

關
係
な
り

ε
云

ふ
の
は
當
然
な

る
見
方

で
あ

る

ξ
思

は
れ
る
。

此

の
如

く
立
入
り

て
分
析
す
れ

ば
、
富

叉
は
財
産

の
力

ご
云

ふ
も
、
そ
れ

は
分
掌

せ
ら
れ

た
る
権

力
の

一
.の
場

合

に
過

ぎ
漁
。
然

る
に
拘

は
ら
す

、
そ
れ

が
権

力
ε
相

勤
上
せ

し
め
て
考
ら

る
』
の
を
普
通

ご
す

る
。
常

識

の
根

底

に
は
常

に
争

ひ
難
き

一
脈

の
理
由

あ

る
を
常

ε
す

る
。
比

熱

に
關

し
て
も
、
富

ご
し
て
分
写

せ
.ら
る

＼
幡

刀
ご

論

叢

階
級
に
競
い
て
(
二
)

第
+
五
巻

(錦
四
號

四
三
)

五
一=



一

型
'

払副

番
弔

階
縄
脚に
就
い
て
(二
)

第
十
五
巻

(箭
〃四
號

四
四
)

五
二
二

分
享
せ
ら
る

、
他

の
纏
力
ε
の
問
に
判
然
π
る
匪
別
の
存
在
し
、
前
者
を
後
者
ご
匠
分
し
劃
立
せ
し
む

る
事
を
逆

理
あ
b
ピ
思
は
し
め
る
。

私
は
さ
き
に
、
権
刀
の
機
能
的
な
る
分
配
の
姿
を
述

べ
た
る
が
、
こ
れ
蓬
關
聯
し
て
そ
の
非
機
能
的
分
配
の
姿

を
考

へ
た
い
。
前
者
が
機
能
的
組
織
の
尖
塔
頂
黙
を
遠
ざ
か
る
に
連
れ
て
其
分
享
の
度
減
少
し
覚
る
ご
異
な
り
、

此
場
合
に
あ
り
て
は
、
事
柄
が
此
.の
如
ぐ
軍
純
な
る
概
括
を
許
さ
な
い
。
地
位
を
内
容
ざ
す
る
権
利
即
ち
種

々
な

る
特
権
の
分
配
の
姿
は
大
盟

に
於
て
尖
塔
の
如
き
形
を
呈
す
る
、
こ
れ
は
機
能
的
分
配
の
形
を
移
し
た
も
の
に
非

す
や
ご
思
は
貼
る
.
各
人
の
分
厚
す
る
擢
力
の
程
度
は
此
尖
塔
の
如
何
な
る
地
位
を

青
む
る
や
に
よ
咲
て

定

ま

り
、
叉
其
如
何
な
る
地
位
を
占

む
る
や
は
肚
會
(
国
家
の
如
き
)
の
意
志
に
よ
る
。
撚
れ
ざ
も
、
国
家
の
如
き
砒
會

の
決
定
作
用
は
十
分
な
る
を
得
す
、
成
員
の
組
立
如
何
に
よ
り
て
著
し
く
影
響
せ
ら
れ
お
ω
即
ち
多
く
の
場
合
に
あ

り
て
、
肚
會
例

へ
ば
国
家
は
既
存

の
人

々
の
同
質
異
質

に
よ
る
組
立
を

此
地
位
の

匠
別
に

反
映
せ
し
む
る

外
無

く
、
從
ひ
て
人
々
の
同
質
性
を
鉄
ぐ
限
b
、
地
位
の
分
配
の
姿

は
尖
塔
の
形
を
な
す
事
能
は
ず
、
比
婆
が
種
々
な

る
憂
形
を
蒙

る
。
財
産
を
内
容
ご
す

る
椎
利
に
至
り
て
ぽ
.
各
人
の
梅
力
の
分
享

の
程
度
は
其
所
有
写
る
財
産
の
敷

量
に
恋
じ
て
攣
化
す
る
、
而
し
て
此
財
産
の
分
配
の
姿
は
肚
會
の
人
々
の
同
質
異
質

に
よ
る
組
立
に
よ
り
著
し
く

影
響
せ
ら
れ
る
け
れ
ざ
も
、
大
蜷

よ
り
見
て
バ
レ
ト
の
法
則
の
示
す
所

に
近

い
。
但

し
、
此
財
産

の
所
有
に
よ
り

て
分
享
せ
ら
る

、
権
力
芒
、
地
位
即
ち
特
権

に
よ
り
て
分
享
せ
ら

る
、
灌
.力
ε
の
問

に
は
、
撒
量
的
比
較
を
許
さ



F

r/

・

ゴ
る
云
は

藍

質
駒
匠
肌
が
存
在
す
る
・

冷
非
機
能
的

に
分
配
せ
ら
れ
π
る
擢
力
の

一
の
場
A
・
を
椴
に
地
位
、
他
を
財
産
ε
し
養

現
す
る
。
前
瀧

に
み

触
て
は
他
人
の
服
従
が
直
接
に
捕

へ
ら
れ
、
後
者
に
あ
り
て
は
そ
れ
が
間
接

に
捕

へ
ら
れ
る
。
比
熱
を
説
明
し
た

い
9
地
位
は
直
接

に
何
等

か
の
服
従
を
内
容
ε
し
、
椹
力
の
保
護
に
よ
り
て
之
を
成
員
よ
b
獲
得
す
る
可
能

で
あ

る
黙
に
於
て
、
そ
れ
は
分
配
せ
ら
れ
た
る
擢
力

で
あ
る
。
然
る
に
富
に
あ
り
て
権
力
の
保
護
す

る
も
の
は
、
人
の

物
に
封
ず
る
支
配
の
み
、
他
人
が
直
接

に
拘
束
せ
ら

る
Σ
も
の
は
此
支
配
の
障
碍
に
過
ぎ
ず
、
直
接
に
は

、
他
人

は
此
人
に
何
等
の
積
極
的

の
服
従
を
捧
げ
奪
い
、
た

∫
他
人
が
此
富
の
代
償

ε
し
て
此
人

に
或
種
の
活
動
を
供
奥

す
る
時
、
他
人
が
服
従
す

る
事
ε
な
る
、
而
も
此
服
従
は
直
接
に
得
ら

る
、
も
の
に
非
す
、
財
物
ピ
他
人
の
欲
求

ε
を
仲
介
こ
し
て
得
ら
れ
汰
る
、
云
は

ゴ
間
接
的
な
る
も
の
で
め
る
。
而
し
て
、
此
間
接
的
監
質
は
財
産
が
地
位

に
謝
し
て
有
す
る
特
徴
を
形
づ
く
る
の
み
な
ら
す
、
そ
れ
が
権
力
分
享
の
他

の
す

べ
て
の
場
合
に
射
し
て
有
す
る

特
徴
ご
見
ら
れ
得
る
。
即

ち
、
機
能
的

に
分
配
せ
ら
れ
た
る
権
力
ε
雌
も
、
地
位
の
場
合
に
於
け
る
ご
同
じ
く
、

直
接

に
.他
人

の
服
従
を
命
令
し
獲
得
す

る
。
比
興

よ
り
考

ふ
れ
ば
、
分
享

せ
ら
れ
た
る
椴
力
の
中
、
富
叉
は
財
産

の
み
を
切
離
し
て
こ
れ
を
其
他
の
も
の
ε
樹
立
せ
し
め
、
.
方
を
間
接
的
な

る
力
、
他
方
を
直
接
的
な
る
力

・し
す

る
事
、
進
み
で
後
者
を
の
み
権
力
ざ
謂
し
て
富
ε
相
並

べ
考
ふ
る
事
、
こ
れ
は
少
く
も
便
宜
な
る
考

へ
方
ピ
し
て

非
難
す

べ
き
に
非
す

ざ
思
ふ
。
た
ゴ
富
が
終
局
の
分
析
に
於
て
権
力
を
意
味
す
る
事
を
記
憶
す

べ
き
の
み
。

炉
論

叢

階
級
に
就
い
て
(二
)

第
+
五
巻

(第
四
號

四
五
)

五
三
二

き



し

,

.

論

叢

階
級
に
就
い
て
・〔二
)

'

第
十
五
巻

(第
四
號

四
六
)

五
二
四

-

耽
會
的
勢
力
は

一
方
に
於
て
.耽
會
的
關
係
に
於
け
魯
力
な
る
ご
共

に
肚
會
の
有
す

る
力

で
あ
る
、
從
ひ
て
肱
曾

は
是
を
如
何
様

ε
も
個
人
に
與
奪
す
る
事
が
出
来
る
。
最
廣
義

に
於
け
る
権
力
も
ま
だ
肚
會
的
勢
力
の

一、種

ξ
し

て
、

一
の
個
人
か
ら
他
の
個
人
に
移
さ
れ
る
、
云
は
ゴ
椹
力
は
完
全
な
る
移
動
性
を
有
す

る
。
此
移
動
性
の
中
に

ま
だ
二
種
の
も
の
を
別

つ
事
が
出
家
る
、
.其

一
は
肚
會
の
意
志
を
挨
た
す

、
個
人
の
意
志
を
以

て
自
由

に
移
動
せ

し
む
る

可
能
に
し
て
、

之
を
姑
く
融
通
性

`
名
づ
け
る

(個
人
の
意
志
に
よ
る
譲
渡
の
可
能
ご
云
ふ
意
味

に
於

て
)℃
其
二
は
個
人
の
意
志

に
よ
り
て
譲
渡
す

る
事
セ
得
す
、
た
ゴ
砒
會
の
意
志
仁
よ
b
て
の
み

一
人
よ
り
他
人
に

移
動
せ
し
む
る
事
を
得

る
可
能
に
し
て
、
こ
れ
を
非
融
通
的
移
動
性
又
は
単
純
な
る
移
動
性
ご
よ
ぶ
。
而
し
て
、

.

一
般

に
肚
會
的
勢
力
は
た
y
軍
純
な
る
移
動
性
を
有
す
る
の
み
、
.富
の
み
が
融
通
性
を
有
す
る
.
比
熱

に
於
て
、

冨
鳳
其
他
の
椹
力
に
謝
し
て
特
有
な
る
地
位
を
青
む
る
ゆ
機
能
的
な
る
分
配
に
よ
り
て
分
享
せ
ら

る
・.
権
力
が
飛

禽

㊨
意
志
を
離
れ
て
移
動

の
飴
地
な
き
事
は
統
制
的
機
能

の
重
要
さ
よ
り
考

へ
て
當
然
に
思
は
れ
る
。
非
機
能
的

に
分
配
せ
ら
る
㌧
灌
力
の
み
に
就

い
て
見
る
に
、
地
位
は
本
衆
人
其
物
に
固
着
せ
る
も
の
ご
認
め
ら

賎
、
.從
ひ
て

そ
れ
ば
個
人
の
意
志
に
よ
る
自
由
譲
渡
の
飴
地
を
俘
は
阻
。
た
ゴ
財
産
に
至
り
て
は
物
に
封
ず
る
支
配
ε
し
て
入

そ
の
も
の
ご
必
然
の
聯
絡
無
く
、
.從
ひ
て
自
由

に
其
所
有
者
を
縛
す
る
。
撚

れ
こ
も
、
此
財
産
の
融
通
性
は
歴
史

的
獲
達
士
の

一
偶
然
性
π
る
に
止
ま
る
、
決
し
て
人
の
物

に
封
ず
ゐ
支
配
権
の
必
然
的
厨
性
ε
し
て
鞍
生
し
た
り

三

層

讐

。
塔

の
事
携

稽

・
　

て
髭

融
纏

の
熟

存
在
著

る
事
も
。
る
。
蚤

携

蔀

「

劉



、

分
に
就

い
て
の
み
こ
票

詠
め
ら
れ
た
る
事
も
み
る
蔽

通
性
の
塾

に
就

い
て
の
み
認
め
ら
れ
・
土
地
に
就

い

て
認
め
ら
れ
ざ
る
事
は
枇
會
史

の

一
定
段
階

に
於
て

…
般

に
見
ら
る
、
現
象
で
あ
る
。
然
る
に
拘
は
ら
す
、
財
産

が
融
通
性
を
伸
ひ
易
き
事
は
否
定
す
る
事
を
得
す
、
特
に
近
代
に
あ
り
て
は
、
こ
の
融
通
性
が
財
産
の

一
特
性
を

な
し
階
級
構
成
の
上
に
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
事
明
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
す

べ
て
の
力

に
就

い
て
見
る
に

文
化
的
能
力
は
全
然
移
動
性
を
有
せ
す
、
純
個
人
的
の
も
の
で
め
る
。

肚
曾
的
勢
力
は
す

べ
て

移
動
性
を

有
す

る
、
而
し
て
そ
の
申
財
産

の
み
は
融
通
性
を
有
し
て
、
云
は
ゴ
超
個
人
的
又
は
個
人
外
的
の
も

の
で
あ
る
。
椹
力

が
蔵
會
の
意
志
に
よ
り
て
個
人
的
な
る
も
の
「
即
ち
準
個
人
的
の
も
の
で
あ
る
。
後
の
二
者
の
庭
別
は

一
に
肚
會

の
意
志

に
依
存
す

る
が
故
に
、
聴
ξ
し
て
は
地
位
た
こ

へ
ば
人
身
椹
の
如
き
も
或
度
に
於
て
譲
渡
の
可
能
な
る
制

度
が
認
め
ら
れ
得

る
こ
ご
の
み
を
附
言
す

る
。

・
私
は
今
姑
く
威
力
の
場
合
を
除

い
て
云
ふ
。
其
他
の
種
々
な

る
乱肌
會
的
勢
力
は
今
日
に
あ
り
て
別
々
に
其
支
持

者
を
有
し
得
る
。
換
言
す
れ
ば
相
異
な
れ
る
支
持
者

の
手
中

に
厨
し
得
る
。
進

み
で
云

へ
ば
、
此
の
和
ぐ
相
分
れ

て
其
支
持
者
を
有
す
る
事
が
此
等
の
勢
力
の
分
化
で
.あ
る
。
思
ふ
に
か
の
慣
習
、
宗
激
、
道
徳
等
が
完
全
に
同

一

な
る
内
容
を
有
し
相
孝
行
す
る
問
は
そ
の
分
化
は
認
め
ら
れ
す
、
云
は
ゴ
原
始
規
範

ご
し
て
未

分
化
の
姿
に
あ
る

が
如
く
、
此
等
の
勢
力
が
常
に
相
卒
行
し
て
同

一
な
る
支
持
.者

の
手
に
め
る
問
.、
そ
れ
は
未
分
化
の
姿
に
あ
る
圃

、
一
.切

の
砒
曾
的
事
物

に
.於
け
る
`
同

じ
く
、
今
日
に
於
て
は
明
確
に
分
化

し
た
る
此
等
の
勢
力
も
以
前
い
め
b
て

.

瞼

叢
.

羅

に
就
い
て
三

)

第
+
五
巻

窮

西
脇

四
七
)

垂

五
.

・



r

,

論

叢

階
警

就
堤

三

)
.

第
+
霧

(第
四
號

四
八
)

五
二
六

は
、
相

分
化
す
る
事
無

会
、
機
能
的
権
力
は
非
機
能
的
罹
力
ε
、
後
者
に
め
b
て
も
、
地
位
は
財
産

・し
層
接
に
相

結
合
し
相
-牛
行
し
-
共

一
を
離
れ
て
其
他

の
み
が
個
人
に
矯
す

る
事
柄
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
例

へ
ば
、
財
産

こ

ε
に
土
地
所
有
及
び
土
地
よ
り
生
す

る
所
得
暮

っ
て
密
接
に

一
定

の
批
會
的
地
響

結
び
、
之
れ
を
離
れ
て
は

存
在
し
な
か
っ
た
、
こ
れ
は
封
建
制
度
に
認
め
ら
れ
た
る
事
で
あ
る
。
ま
π
、
統
制
的
機
能
の
必
要
上
分
配
せ
ら
る

㌧
椹
力
が
此
封
建
制
度
に
於
て
殆
ご
地
位
的
権
力
ε
相

一
致
し
表
裏

し
た

(
こ
の
事
は
さ
ま
で
厳
密
に
撚
り
ε
云

ひ
難

き
に
せ
よ
)
。
即
ち
其
出
生
に
よ
り
固
有
の
地
位
を
占
有
す
る
人
に
射
し
て
服
従
す

る
、
此
服
従
が
や
が
て
杜

會
統
制
の
必
要
に
學

る
服
從
を
意
味
す
る
。
云
は
兎

位
的
権
力
が

薔

に
於
て
機
能
的
権
力
の
作
用
を
響

の
で
あ
る
。
而
し
て
此
未
分
化
の
権
力
は
厳
密

に
云
ふ
な
ら
ば
今
日
の
分
化

せ
る
権
力
の
何
れ
で
も
無

い
。
然
る

に
拘
は
ら
す
・
例

へ
ば
原
始
規
範
が
含

の
慣
習
、
宗
激
、
法
律
等
の
何
れ
に
も
非
ざ
る
に
も
せ
よ
、
大
禮
慣
習

ど
見

ら
れ
得

る
が
.如

く
、

か
の
原
本

的

な
る
灌

力
が

ま
た
地

位
的
橿
力

ε
し
て
理
解
せ
ら

れ
る
。
蓋

し
恥

こ
れ
が

人

そ

の
も
の
に
固
着

せ
る
も

の
ε
し
て
考

へ
ら

る

、
黙

に
於

て
、
今
日

の
所

謂
地

位

に
件

ふ
椹
力

ε
性
質

を

一
に

し
、
而

し
て
胱
會

の
統

制

の
必
要

の
爲

に
分
掌

せ
ら

れ
た

る

も

の

ご
も
考

へ
ら
れ
ず

、
文
盲

の
如

く
融
通
性

を
.

有
せ
す
、
從
ひ
て
機
能
的
権
力
や
窶

し
て
理
堺
.ぜ
ら
れ
難
き
に
よ
る
。

.■昌■

.'、
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以
上
国
家
ε
云
ふ
肚
會
を
中
.心
ご
し
て
権
力

の
分
配
を
論
じ
來

つ
た
。
黙
れ
こ
も
、
国
家
の
み
が
権
力

の
分
配
者

に
非
す
、
こ
れ
ご
相
並
び
て
全
鵠
肚
會
を
構
成
す
る
す

べ
て
の
部
分
肚
會
は
皆
、
或
る
程
度
に
於
て
灌
力
の
分
配

を
瞥
み

つ
＼
あ
る
も
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
計
會
ε
錐
も
共
存
す
る
所
帯

に

一
種

の
権
力
を
俘

ふ
。

一
方
よ
り
見

れ
ば
そ
れ
は
成
員
の
服
從
な
く
し
て
統

一
を
保
ち
難
く
、
他
方

よ
り
見
れ
ば
成
員
の
結
合
即
ち
肚
會
全
膿

に
封
ず
.

る
愛
着
が
や
が
て
服
從
を
意
味
す
る
。
後
者

は
服
従
を
白
綾
的
な
ら
し
め
前
者
は
服
從
を

確
實
に

存
在
せ

し

め

る
。
結
合
即
ち
愛
着
が
服
従
な
し
ε
云
ふ
は
、
肚
曾
の
力
が
個
人
の
力
の
綜
合

ε
し
て
常
に
二
者

の
間
著
し
き
力

の
懸
隔
め
り
、
從
ひ
て
無
力
の
個
人
の
枇
會

に
結
合
す
る
こ
ご
、

こ
れ
後
馬

の
姿
を
呈
す

る
に
よ
る
。
国
家
以
外

の
趾
會
の
権
力
は
固
よ
b
其
程
度
に
於
て
国
家
の
罹
力
に
及
ば
ざ
る
を
常
ε
す
る
。
然

恥
こ
も
二
者
の
問
決
し
て

性
質
の
差
異
あ
り
ε
見

る
事
は
出
家
ぬ
。

私
見
に
よ
れ
ば
、

此
程
度
の
差
異
す
ぢ
も
、

縄
掛
的
の
も
の
で
は

無

い
。
耽
會
の
事
情
如
何
に
よ
り
て
は
、
国
家
の
灌
力
が
他
の
耐
會

ω
椹
力
よ
り
も
弱
き
場
合
が
考

へ
ら
れ
得
る
。

又

↓
禮
に
国
家
の
擢
力
が
優

越
の
地
位
を
占

め
っ
＼
あ
る
に
拘
は
ら
す
、
肚

曾
の
少
数
の
人
か
に
ご
b
て
は
飽
の

肚
曾
の
権
力
に
及
ば
ざ
る
事
が
認
め
ら
れ
る
。
前
者
の
例
は
中
央
権
力

の
萎
廉

し
π
る
封
建
制
度
の
場
合
、
又
は

國
椹
の
敷
権

に
塵
迫
せ
ら
れ
た
る
場
合
、
將
家
勢
働
組
合
が
国
家
に
取
代
ら
む
ゼ
の
野
心

の
若

し
遂
行

せ
ら
る
、

場
合
の
如
き
で
あ
り
、
後
者
は
或
種
の
宗
漱
團
髄
の
成
員
、

慣
…徒
、
山
窩
、
馬
賊
の
團
腱

の
成
員
の

如
き

で
あ

る
。
多
く
の
學
者
は
考

へ
る
の
に
、
.国
家
の
み
が
武
力
を
有
す
る
、
從
ひ
て
武
力
を
背
後
の
保
障
ξ
し
て
成
員
を

論

叢

階
級
に
就
い
て
(二
)

第
十
五
巻

(第
四
號

四
九
)

五
二
七



＼

、

論
.
叢

階
級
に
就
い
て
三

)

第
+
五
巻

(第
四
號

五
〇
)

五
二
八

支

配
す

る
意
志

の
力

。
こ
れ
を
権

刀
ご
云

ひ
、
國

家

の
み
は
椹

力
を
有
す
れ
こ
も

、
他

の
肚
會

は
之
を
有

せ
す

、

他

の
肚
會
.例

へ
ば
公
共
團
盟

の
和
ぎ

も

の
が
共
意

志

を
弼
行
ず

る
に
武
力
を

以
て

し
得

る
ε
し
て
も
、

そ
れ
は
国

家

の
罹

刀
を

借

る
に
過
ぎ
す
、
之
を
固
有
す

る
に
非
す

ε
。
私

の
用

語
を
以

て
表

は
せ
ば
、
國
家

の
権

刀
の
み
が
武
.

力
を
含
む
、
他
の
砒
會

の
耀
力
は
武
力
を
含
ま
ざ

る
黙

に
於
〔
こ
れ
ご
性
纂

異

に
著

云
ふ
の
で
あ
る
。若

し
此

の
如

く
な
ら
ば
国
家

の
み
を
権

力
團
膿

ε
見

X
は

切o
簿

冨
ユ
轟

3
轟
[『

ご
見

て
、
他

の

一
般

の
肚
會

叉
は

田。
∩肖。
一m
ψ

・
ρ
・
巴
デ

　

雇
劃
す

る
事
も
是
認

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
畠

。
然
撃

も
、
國
家
構
力
の
本
縫

成
員
の
握

意

志

に
あ
b

て
武
力

に
存

せ
ぬ
、
武
力

は
椹
力
が
強

制

の
爲

に
表

現

せ
ら

れ
う
る

一
の
外
形

に
過

ぎ
な

い
。
他

の
肚

會

の
権
力

・し
て
も
ま
た
服

從
意

志
よ
め
成
立

し
、
必

要

に
懸
じ

て
は
武

力

`
し

て
表
・現

し
得

る
。
軍
隊
を
有

し
、

警
察
を
有
し
・
大
警

軍
轡

を
常
備
す
る
も
の
は
画
家
の
み
で
あ
る
、
然
れ
こ
も
、
.
・
れ
は
ζ

武
力
の
用
意

の
発
き
を
意
味
す
る
ま
で
の
事
、
然
ら
す

ξ
せ
ぱ
勢
働
組
合
や
僧
團
が
国
家
こ
の
間

に
武
力
的
、争
闘
を
行
ひ
借
る

は
何
に
よ
る
か
。

私
共
が
統

一
的
集
團
を
考

へ
得

る
限
り
、
成
員
の
意
志
は
集
中
黙

を
見
出
し
、從
ひ
て
そ

こ
に
椹
力
が
生
れ
る
つ

友
人
相
互
、
交
易
的
關
係

ご
云
ふ
が
如

き
所
謂
微
分
的
結
合
に
あ
り
て
は
統

一
的
藁
囲
の
考
が
起
ら
ず
、
結
合
は

集
中
黙
を
有

せ
ざ
る
が
赦

に
権
力
無

し
・
勢
働
組
合
、
激
團
の
如

き
有
組
織
乱
會
は
固
よ
り
階
級
同
業
者
の
如
き

無
組
織
砒
曾

あ
り
て
す
ら
、

一
隻
團
の
考
が
存
す
れ
ば
、
成
員
の
統

一
が
集
中
黙
を
見
山
し
、
成
員

の
意
志
が



'

此
集
團
の
統

一
的
意
志
に
從
旛
す
る
事
ε
な
る
。
有
組
織
砒
會
に
於
て
権
力
の
形
成
が
明
彬
に
行
は
れ
叉
其
強
度

を
加

へ
得
る
ご
云
ふ
事
は
あ
れ
、
こ
れ
ε
無
組
織
耽
會

こ
の
間
に
比
熱

に
於
け
る
性
質
的
差
異
は
存
在
し
な

い
。

而
し
て
国
家
以
外

こ
れ
ら

の
諸
耐
曾
の
権
力
も
ま
π
、
個
人
を
離
れ
て
潭
遊
す
る
も
の
に
非
す
、
現
實

に
於
て
常

に
成
員
の
間

に
分
配
せ
ら
れ
る
。
此
分
配
ま
た
機
能
的
.非
機
能
的
の
二
種
が
あ
る
。

先
づ
有
組
織
肚
會
の

一
例

ε
し
て
勢
働
組
合
を
選
ぶ
。
現
代

の
夢
働
組
合
に
あ
り
て
は
、
其
権
力
が

一
方
に
統

制
的
組
織
を
達
し
て
分
配
せ
ら
れ
る
、
即
ち
成
員
は
或
は
組
合
の
意
志
決
定
に
参
加
す

る
事
に
よ
い
、
或
は
此
意

志

の
執
行
の
機
關
ε
し
て
作
用
す
る
事
に
よ
り
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
組
合
の
有
す
る
椹
力
を
分
掌
す

る
。
組
合

の
意

志
決
定
催
が
常

に
全
域
員
に
與

へ
ら

る
、
以
上
、
此
万
面

L
於
て
分
享

せ
ら
れ
た
る
穰
力
は
各
人
の
問
に
著

し
き

差
等
を
見
す
、
た
ゴ
執
行
擬
闘
を
構
成
す
る
事
に
よ
り
て
署
し
き
権
力
的
差
等
を
生
じ
そ
こ
に
批
會
主
義
的
李
等

観
念

の
實
現
を
阻
碍
し
得
る
邦
は
各
国
鱒
働
組
合
の
歴
史
、
特
に
露
西
亜

の
現
状
が
明
白
に
之
を
示
し
つ
》
あ
る
。

統
制

の
組
織

に
よ
ら
ざ
る
、
云
は
y
非
機
能
的

分
配
ε
し
て
は
組
合
員
が

一
様
に
此
組
合
に
よ
b
て
與

へ
ら
る
Σ

保
護
を
翠
ぐ

べ
き
で
あ
る
。
此
保
護
の
程
度
は
組
合
の
罹
力
に
比
例
し
、
此
権
力
は
ま
た

一
方
成
員
の
人
数

に
依

存
す
れ
こ
も
他
方
、
而
し
て
重
に
、
各
人
の
捧
ぐ
る
服
従
の
分
量
に
依
存
す
る
。
帥
ち
組
合
員
は
多
く
與
ふ
る
ほ

こ
多
く
を
受
く
る
誰
で
あ
る
。
な
ほ
国
家
の
場
合
に
は
非
機
能
的
分
配
が
地
位
ご
財
産
ピ
の
二
に
分
れ
て
み
た
、

こ
れ
こ
の
比
較
に
閲

し
て
な
ほ

一
言
を
費
し
た
い
。

論

叢

階
級
に
就
い
て
〔二
)

第
十
五
巻

(第
四
號

五
一
)

五
二
九
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■

論

難

階
級
に
就
い
て
(二
)

第
十
五
巻

(第
四
號

五
二
)

五
三
Q

国
家
の
権
力
の
機
能
的
非
機
能
的
分
配
に
就

い
て
述

べ
た
る
所
は
な
ほ
未
だ
、
共
全
部
を
蓋

し
た
る
鐸
で
は
無

い
。
非
機
能
的
分
配
に
閲
し
て
地
位
ご
財
産
ε
を
説
明
し
陀
る
が
、
此
後
者
の
中

さ
き
に
着
目
し
た
る
も
の
.
財

産
権
の
性
質
、
即
ち
財
産
の
所
有

に
劃
す

獄
国
家
権
力
の
保
護

の
性
贅
の
み
に
止
ま
る
。
.勿
論
財
産
は
融
通
性
を

有
し
共
集
散
重
に
個
人
の
相
互
的
關
係
の
結
果
の
み
、
国
家
は
多
く
の
場
合
此
集
散
の
傍
観
着
嬉
し
て
た
ゴ
集
散

し
た
る
財
産
の
上
に
椹
判
を
保
障
す

る
ご
は
云

へ
、
㌔此
外
な
は
或
る
程
度
ま
で
は
、
国
家
の
意
志
が
此
集
散
そ
の

事
を
行
ふ
。
從
ひ
て
国
家
権
力
の
非
機
能
的
分
配
は
第

一
次
的

に
地
位
の
分
配
、財
産
権
の
確
立
こ
し
て
行
は
れ
、

第
二
次
的

に
髭

財
産
権

に
基
づ
動

産
敷
畳
の
或
程
度
の
分
些

し
て
行

は
る
。
例

へ
ば
、
国
家
が

一
定
の
年

金
を
與

へ
采
邑
を
與

ふ
る
が
如
.き
は
・
れ
で
あ
る
。
而
も
此
第

二
次
的
註

発

、～
に
非
機
能
的
分
配
に
限
b
て

行
は
れ
す
・
機
能
的
分
配
に
關
し
て
も
行
は
れ
る
、
即
非
機
能
的
分
配
に
苓

財
産
罹
の
聾

を
前
暑

し
て
、

統
制
機
能

量

る
も
の
商

に
権
力
以
欝

産
の

一
定
蟄

が
分
配
せ
ら
れ
る
。
官
吏
の
俸
給

の
如
善

之
扇

す

る
・
第
.二
次
的
分
配
の
財
産
に
の
み
閲
す

る
は
次
の
事
情

に
挙

。
財
産
に
關
す
る
国
家
権
力

の
分
配
は
財
産

権

疲

の
製

・
存

し
・
議

通
性
に
よ
・
集
散

一
漁

人
關
讐

委
す

・
を
原
則
手

れ
ご
、
も
、
此
叢

に
多

少
の
干
渉
を
加
ふ
る
必
要
よ
り
し
て
此
原
則

に
攣
改
を
加

ふ
る
。
然
る
に
分
享
せ
ら
れ
た
る
権
力
の
他
の
形
態
は

そ
の
分
配

一
た
び
行
は
れ
乾
る
以
上
、
か

、
る
原
則
に
愛
改
を
加
ふ
る
必
要
な
く
、
從
ひ
て
第
二
次
的
分
醍
を
要
し

な
い
・
從
ひ
て
第
二
次
的
爺

妄

ふ
も
の
が
行
は
れ
ず
、
こ
れ
は
冬

財
馨

の
み
關
す
る
響

な
る
(駐
。



(駐
)
二
王
に
財
産
叉
に
冨

三
雰
ふ
に
極
め
て
慶
き
意
義
な
有
す

る
。
財
産
又
に
富
11
所
得
、
叉
一1
取
入

ぜ」
対
立
し
て
考

へ
ら
れ
、
從

ひ
て
年

〃
の
規

.

則
正
し
く
叉
に
隼

π
噺

に
流
入
す

ろ
財
な
除
外
し
、
た
封
消
費
ぜ
ら
れ

で
し
て
存
短
す
ろ
肋
木

ε
見
ら
れ
易

い
。
黙
れ
ご
も
、
此
廣
義
の
財
産
叉

に
富
11
か

≧

財

本
々
意
味
中
る
の
み
な
ら
ず

、
所
得
、
取
入
、
モ
の
他

一
切

の
経
済
財

々
含
む
。

.

●

再
び
勢
働
組
合
の
場
合
に
立
戻

る
。
隠
家
に
於
て
、
云
は
穿
第
二
次
的
分
配
円
し
て
、
財
産
数
量

の
機
能
的
並

び
に
非
機
能
的
分
配
が
行

は
れ
セ
る
が
如
く
、
勢
働
組
合
に
あ
り
て
も

ま
た
財
産
の
分
配
が
行
は
れ
、
而
し
て
こ

れ
が
機
能
的

に
も
非
機
能
的
に
も
行
は
れ
る
。
組
合
の
執
行
機
關
が
組
合
の
費
用
に
よ
り
て
其
生
活
を
支

ふ
る
事

は
前
者
の
場
合
に
し
て
、
例

へ
ば
同
盟
罷
工
の
際
組
合
員
が
補
助
を
受
取
る
事
は
後
者
の
場
合
に
厨
す

る
。
非
機

,能
的
な
る
勢
力
の
分
配
ε
し
て
さ
き
に
組
合
が
成
員
に
與

ふ
る
保
護
を
擧
げ
た
.る
が
、
此
保
護
は

一
方
に
於
て
此

脛
濟
的
補
助
を
含
む
事
ぎ
口
ふ
を
挨
た
す
㌻
π
ゴ
他
方
に
於
て
は
其
他
.
組
合
員
並
に
組
合
員
以
外
の
も
の
よ
り
の

一
定
の
待
遇
を
要
求
し
、
此
要
求
を
ば
組
合
の
實
力
も
て
庇
護
す
る
事
を
意
味
す
る
、
云
は
y
組
合
員
に

一
定
の

非
物
質
的
地
位
を
保
障
す

る
。

か
、
る
地
位
並
び
に
か
の
財
産
の
非
機
能
的
分
配
は
勢
働
組
合
の
如
き
民
主
的
組

立
を
有
す
る
も
の
に
あ
b

て
は

一
徳
李
等
に
行
は
る
れ
ご
も
、
例

へ
ば
政
蕪
、
宗
激
團
禮
等
敷
多
の
肚
曾
に
め
り

て
は
極

め
て
不
孝
等
に
行
は
れ
、
從
ひ
て
地
位
に
著
し
き
差
等
め
る
を
常
こ
す
る
。

こ
の
事
は
権
力
の
機
能
的
分

配
に
基
く
懸
隔
ご
相
俟
ち
て
、
各
部
分
砒
會
の
内
部

に
常

に
力

の
差
異
め
ら
し
め
る
。

今
勢
働
組
合
を

一
例
ざ
し
て
述

べ
瀧
る
権
力
の
分
配
は
蕾
に
か
玉
る
有
組
織
肚
會

に
於
て
の
み
な
ら
す
、
同
様

胎

畿

階
級
ド
就
い
て
(二
V

粛
†
五
巻

(鯖
四
鏡

五
三
)

五
三
　、

、



論

叢

階
級
に
就
い
て
(二
)

第
十
五
糧

(第
四
號

五
四
)

五
三
二

に
ま
だ
無
組
織
肚
曾
に
も
行
は
れ
る
。
だ
ゴ
此
場
合
に
あ
り
て
は
統
制
の
爲
の
組
織
を
訣
ぐ
が
故
に
、
所
謂
機
能

的
分
配
ぽ
行

は
る
～
飴
地
無
く
、
だ
y
井
機
能
的
分
配
の
み
が
行
は
れ
る
。
例

へ
ば
今
日
無
産
者
の
全
国
内
を
通

中
る
團
胆
幌
無
く
、
又
同

一
職
業
の
も
の
も
團
膿
的
組
織
を
有
せ
ざ
る
を
常

ε
す

る
。
撚
れ
こ
も
彼
等
は
其
類

似
の

故
に
白
む

一
集
團
ε
し
て
意
識

し
、
從
ひ
て
相
互
の
結
合
は
此
集
團
全
艦

に
封
ず
る
結
合
ご
な
る
。
比
企
膿
的
結

合
の
存
す
る
所
、
成
員
の
其
肚
曾
に
封
ず

る
服
從
あ
b
、
肚
會

の
権
力
が
形
成
せ
ら

れ
る
ビ
共
に
、
そ
れ
は
成
員

に
向

ひ
て
分
配
せ
ら
れ
る
。
即
ち
此
肚
會

は
彼
等
に
封
し
其
成
員
陀
る
資
格

に
於
て
保
護
を
與

へ
、
他

の
肚
會
叉

は
人
々
に
封
ず
る
彼
等
の
反
抗
、
要
求
に
際

し
て
は
、
背
後
の
後
援
者

こ
な
る
。
此
分
.享
せ
ら
る
権
力
の
張

さ
も

亦
、
他

の
事
情

に
し
て

一
様
な
ら
ば
、
成
員
が
其
甦
會
に
捧
ぐ
る
服
従
に
慮
じ
て
人
な
る
を
常
ご
す
る
。
た
雪
止

服
従
も
、
叉
雁
會

の
成
員
に
與

ふ
る
保
護
も
多
く
は
潜
勢
的
状
態

に
於
て
存
す
る
の
を
常

ε
す
る
、
云
ぽ
∫
服
従

の
用
意
、
保
護
の
用
意
ε
し
て
存
ず
、
現
實
の
服
従
、
現
實
の
保
護
は
必
要

に
懸
じ
て
生
じ
、
而
も
此
必
要
は
日

常
存
す

る
事
稀
で
あ
る
。
近
代
に
於
け

る
無
産
者
の
階
級
意
識

の
成
立
、
其
有
産
者

に
劃
す
る
反
抗
ε
共

に
彼
等

の
肚
曾
爾
地
位
の
何
故
に
高
ま
れ
る
か
は
此
無
意
識
駄
會

の
権
力
の
非
機
能
的
分
配
を
考

へ
て
の
み
理
解
す
る
事

.

が
出
來
る
。
而
し
て
、
此
種
の
権
力
分
配
は

一
切
の
無
組
織
肚
曾
を
通
じ
て
行
は
る
＼
事
、
穴
讐
其

分
配
の
姿
、

帥
ち
分
享
せ
ら
る
、
権
力
の
差
等
如
何
、
各
肚
會
の
椹
力
の
分
量
的
差
異
、
方
面
的
差
異
ε
云
ふ
が
如
き
問
題
は

餓
b
に
煩
瑣

に
流
れ
む
事
を
恐

る
、
が
故
に
、
他
の
機
愈

々
俟

ち
て
論
述
し
た

い
。



七

述

べ
來
れ
る
が
如
く
、
国
家
を
は
じ
め
こ
し
て
、
総
.て
の
部
分
瀧
會
は
そ
れ
だ
け
其
権
力
を
有
し
、
而
も
此
権

力
を
種
々
な

る
方
法
に
よ
り
て
分
配
す
る
。
冷
飯
に
肚
會

の
階
級
的
匠
劃
を
決
定
す
る
も
の
は

か
、
る
部
分
航
會
.

の
権
力
分
配
の
姿

の
外
な
し
ざ
假
産
す
る
こ
し
て
も
.
国
家
は
多
激
の
部
分
耐
會
の
た
ゴ

一
つ
に
外
な
ら
ざ

る
限

り
、
其
椹
力
の
分
享
の
程
度
は
決
し
て
階
級
別
の
決
定
で
は
あ
り
得
な
い
、
國
家
の
権
力
に
対
抗
す
る
他

の
肚
曾

の
濯
力
の
強
き
ほ
ざ
、
此
決
定
力
は
愈
減
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
實
際

に
於
て
、
数
多
の
部
分
肚
會

の
罹
力
分
配
の

妻
は
相
集
積
し
交
錯
し
、
具
合
成
果
ご
し
て
祉
會
の
階
級
別
を
決
定
し
行
く
も
の
で
あ
.る
。
光
合
成
果

の
形
成
せ

ら
れ
ゆ
く
道
行
如
何
は
別

に
考
察
を
要
す
る
問
題
な
る
が
故

に
、
今
姑
く
論

ぜ
す
。
た

ゴ
少
く
も
今
日
ま
で
の
時

代
に
あ
り
て
は
國
家
が
他

の
部
分
肚
會
に
…劃
し
て
遙

に
優
越
な
る
地
位
を
占

め
た
る
が
故

に
、
、
其
権
力
に
謝
す

る

分
掌

の
程
度
如
何
は
極
め
て
強
き
程
度
に
於
て
階
級
的
懸
隔
を
決
定
し
た
る
事
孚
ひ
難

い
。
黙
れ
ご
も
轍
會

の
國

家
に
謝
し
て
対
抗
的
地
歩
を
占

め
だ
る
厭
洲
中
世
の
如
き
,
勢
働
組
合
が
動
も
す
れ
ば
国
家
を
威
嚇
せ
む
ご
す

る

近
き
將
來
の
文
明
諸
國
の
如
き
に
關
し
て
は
常

に
他

の
部
分
肚
曾
の
権
力
の
分
享
が
階
級
の
決
定
に
重
要
の
意
義

を
要
し
、
然
ら
ざ
る
時
代

に
關
し
て
も
、
之
を
顧
慮
す

る
事
は
此
問
題

の
考
察
上
、
少
く
も
理
論
的
に
看
渇
す

べ
か

ら
ざ
る
所
で
あ
る
。
而
し
て
忘

る
べ
、か
ら
ざ
る
事
は
部
分
肚

曾
の
権
力
の
み
が
階
級
別
を
支
配
す
る
も
の
に
非
す
、

論

叢

階
級
ド
就
い
て
(二
)
.

第
十
五
巻

(第
四
號

五
五
)

五
三
三



,

論

叢

階
級
に
就
い
て
(一=

第
十
五
巻

(第
四
號

五
六
)

五
三
四

云
は

ゴ
肚
會
的
勢
力
の
部
分
肚
會
的
分
配
の
外
に
な
ほ
重
要
な
る
分
配
の
仕
方
が
あ
る
。
之
を
概
括
的

に
考
察
す

る
事
は
至
難

の
業
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
到
達
す

べ
き
手
引

冠
し
て
私
は
砒
會
的
勢
力
の
職
業
に
よ
る
分
配
.
(假
に

こ
れ
を
そ
の
業
的
分
配
ご
よ
ぷ
)
を
考

へ
た

い
。

私
共
は
自
ら

一
定
の
職
業
を
管
む
。
此
業
を
離

れ
て
な
ほ
吐
會
的
に

一
定

の
地
位
、
財
産
を
有
し
得
る
が
、
職

業
を
警
む
事
に
よ
り
て
、
叉
そ
れ
に
慮
す

る
地
位
、
財
産
的
所
得
を
得
、
此
上
に
な
ほ
種

々
な
る
耐
會
的
勢
力
の

分
掌
に
も
與

か
る
り
此
の
如
く
、
肚
會
的
勢
力
が
職
業
に
陥
ひ
て
分
配
せ
ら
れ
る
事
柄
を
名
づ
け
て
、
そ
の
職
業

的
分
配
孟
云
ふ
・
此
職
業
的
分
配
に
.關
し
て
注
目
す

べ
き
問
題
が
二
三

あ
る
。
第

一
、
職
業
的
に
分
配
せ
ら
れ
る

耽
會
的
勢
力
に
は
如
何
な

る
種
類
の
も
の
が
あ
る
か
。
第
二
、
職
業
的
分
配
ε
機
能
的
非
機
能
的
分
配
ざ
の
關
係

如
何
、
第
三
、
肚
曾
的
勢
力
の
全
分
配
の
上
に
、
此
職
業
的
分
配
が
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
か
。
今

こ
れ
ら
の

問
題
を
順
次
に
考
察
し
た
い
っ

第

一
の
問
題
に
簡
輩
な
る
答
解
を
與

へ
る
。
私
共
が

一
定
の
職
業
を
警
む
事
に
よ
り
て
得
る
も
の
は
、
先

づ
職

業
に
俘

ふ
牧
入
で
め
胤
。
吹
に
、
職
業
に
俘

ふ
威
力
を
考

へ
得
る
、
こ
れ
は

一
定
の
職
業
に
判
し
て
世
人
が

一
般

に
自
獲
的
に
彿
ふ
所

の
尊
重
ε
し
て

解
糧
し
得
る
。

プ
ウ
グ
.レ
が

『

臼
㈹
口
ま

山
。加
℃
.o
審
恥的一。
ロ
ω
ε
云

へ
る
も
の

は
こ
れ
を
指
す
も
の
蓬
考

へ
る
。
更
に
ま
た
、
之
ε
關
聯
し
て
考
ふ
べ
き
は
職
業
の
與
ふ
る
地
位
で
あ
る
、
弦
に

地
位
巴
云
ふ
は
前
述

の
如
く
、
肚
會
の
罹
力
に
よ
ウ
て
命
令
せ
ら
れ
又
保
障
せ
ら
れ
た
る
服
從
に
外
な
ら
瞭
。
此



地
位
が

ま
た
職
業

に
就
く
事

に
よ

り
て
興

へ
ら
れ

る
、

そ
れ
は
國
椹

の
保
障
す

る
地

位

で
あ
る
事

も
あ
ら
う
、
然

ら
す
し
て
、
嘉

部
分
肚
會
例

へ
ば
宗
敷
團
讐

椛
力
の
保
障
す

.る
地
位
で
あ

る
事
も
あ
ら
う
・
國
家
を
例
に
ひ

き
て
述

べ
た
・
か
の
非
機
能
的
な
・
勢

分
配

に
於
て
地
位
的
野

癒

し
た
も
の
溢

、
職
苦

よ
ら
ざ
る
地

位
を
含

め
ご」
も
、
同
時
に
此
職
業
的
分
配
に
基
く
地
位
を
も
含
む
。
最
後
に
、
此
職
業
が
肚
會
の
統
制
的
機
能
に

與

が
る
場
合
に
あ
り
て
は
機
能
的
分
配

に
基
く
権
力
が
與

へ
ら
れ
る
。

か
く
て
、
所
謂
職
業
的
分
配
の
目
的
物
だ

る
肚
會
的
勢
力
は
具
す

べ
て
の
種
類

に
.「旦
る
。
普
通
に
職
業
の
貴
賎
叉
は
電
算

ご
云
ふ
も
の
は
前

に
述

べ
た
る
職

業

に
件

ふ
威
力

に
外
な
ら

膿
ご
思

ふ
、
厭
く
職
業
的
に
分
配
せ
ら
れ
陀
る
力
ε
此
威
力
ご
は
密
接
な
る
聯
絡
を
保

ち
後
盾
は
前
者
に
よ
b
て
決
定
せ
ら
る

、
事
多
し
ε
は
云

へ
、
必
ず
し
も
相

皿
致
せ
澱
。
撚
れ
ざ
も
今
比
熱
の
考

察

に
も
立
入
る
事
を
避
け
る
。
轄
じ
て
第
二
の
問
題

に
入
る
。
肚
會

の
統
制
的
権
能

に
興

る
事
は
必
ず

し
も
此
活

動
を
職
業
に
も

つ
ε
云
ふ
事
で
は
無

い
、
撚
れ
ご
も
こ
れ
を
職
業

ε
す

る
事
は
普
通
に
見
ら
れ
る
事
柄

で
あ
る
。

此
場
合

に
あ
り
て
は
、
機
能
的
分
配
の
内
容
は
や
が
て
こ
れ
職
業
的
分
配
の
内
容
で
あ
る
・
叉
非
難

的
舜
野

内
容
は
必
ず
し
も
職
業
的
詫

の
内
容
で
は
無
.い
。
例

へ
ば
繋

を
離
れ
て
、
壷

の
地
位
・

憂

の
財
嚢

肚

會
の
権
力
に
よ
り
て
賦
興
せ
ら
れ
る
。
黙
れ
ξ

、
職
業
を
條
讐

し
て

憂

の
地
位
が
保
障
せ
ら
を

が
如
丸

非
機
能
的
分
配
の
内
容
が
や
が
て
職
業
的
分
離
の
内
容
で
め
る
事
は
極

め
て
多

い
。
加
之
、
職
業
的
野
冊
に
は
肚

會
擢
力
に
よ
葬

機
能
的
分
配
以
外

に
な
ほ
廣
き
範
園
の
存
す
る
事
は
明
な
る
事
實
で
あ
る
。
從
ひ
て
肚
會
的
勢

.

論

叢

階
級
に
就

い
て
(二
∀
.

第
+
五
巻

(第
四
號

五
七
)

五
三
五



論

叢

蟻

に
就
い
て
三
ヤ

第
+
鶏

奮

顎

モ
入
)

五
三
大

力
の
分
配
に
於
け
る
機
能
的
非
機
能
的
論

の
旺
書

職
欝

分
配
の
寡

ε
の
關
係
美

嚢

の
如
き
も
の
ざ

居
る

(
皿
は
I
H
を
重

ね

拠
る
も

の
)。

・☆

響
の

麺

血塗
霊
　灘
　

覆

に
第
三
の
問
嬰

夷

・
。
漿

的
分
配
が
賠

的
勢

の
全
分
配
の
吉

書
む
・
嚢

如
何
は
萎

、

分
書

階
轡

の
關
係
の
懸

で
あ
・
。
繋

的
な
ら
ざ
・
論

・
も
廣
汎
な
・
臨

獲

さ
れ
て
居
る
、
而
し

存

細
呈

入
れ
ば
・
臓
器

な
・
分
配
の
方
法
は
大
禮
よ
り
見
て
、
此
非
繋

的
詫

の
奢

　

て
決
奪

ら
砦

・
然
れ
言

北
開
係
犠

・
衝

讐

・
説
明
を
要
す
・
黙
な
・
が
啓

、
辞

細
な
、
論
述
馨

略
す

る

ゆ

■


